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１ 履修登録単位数制限に係る特例措置について（履修規則第１２条関係） 

 奈良教育大学履修規則第１２条に規定する１年間に履修登録できる単位数につい

て、前年度の修得単位数合計が４０単位以上かつグレード･ポイント・アベレージ（以

下｢ＧＰＡ｣という。）が３.０以上の者（以下「成績優秀者」という。）に対し、当該

年度に限り、５６単位まで履修登録できるものとする。 

 

ア GPA の算出方法 

前年度に履修登録した全ての授業科目ごとの「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ」の成績評

価に対して、それぞれ「４、３、２、１、０」のグレード・ポイントを与え、次

の算式により求める（小数点第２位以下切捨て）。ただし、算出日までに成績が出

ていない授業科目は、ＧＰＡ算出から除外する。 

GPA＝ 
[（科目の単位数）×（その科目で得たｸﾞﾚｰﾄﾞ･ﾎﾟｲﾝﾄ）]の総和 

（履修登録した単位数の総和） 

 

イ ＧＰＡの算出日は、４月１日とする。 

 

２ 標準履修課程表の履修年次に係る特例措置について（履修規則第１３条関係） 

（１）奈良教育大学学則（平成１６年奈良教育大学規則第１号）第７８条の規定に

より、入学前の既修得単位等が認定された者については、教育上有益であると学

年担当教員が認めた場合、当該授業科目担当教員の許可を得て翌年次開講の授業

科目を履修することができるものとする。 

（２）成績優秀者は、翌年次開講の授業科目を、当該授業科目担当教員の許可を得

て、６単位の範囲内で履修することができるものとする。 

（３）（１）または（２）の特例措置を希望する者は、履修登録終了日までに別に定

める様式により、その旨学長に願い出なければならない。 

 

  附 則 （略） 

 


